
 
 

報告第 23 号 

 

 

 

 

臨時代理した事件（名張市通学路交通安全推進会議委員の委嘱）の

承認について 

 

 
 
名張市通学路交通安全推進会議設置要綱（平成２７年教育委員会告示第６号）

第３条の規定に基づく名張市通学路交通安全推進会議委員の委嘱については、

別紙のとおり行ったので報告し、承認を求める。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

令和 ４年１１月 ２日報告 
 
 
                     名張市教育委員会 
                      教育長 西 山 嘉 一  
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○名張市通学路交通安全推進会議設置要綱 

平成27年３月12日教育委員会告示第６号 

 

（設置） 

第１条 名張市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の所管に属する小学校及び中学校（以

下「小中学校」という。）における通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本方針（以下「基

本方針」という。）の策定及び見直しを行うとともに、基本方針に基づく取組を継続的に推進す

るため、名張市通学路交通安全推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 基本方針の策定及び見直し 

(２) 通学路の危険箇所の把握に関すること。 

(３) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。 

(４) 関係機関及び関係団体との連絡調整及び情報交換を行うこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全に関し教育委員会が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験者 

(２) 地域づくり代表者会議の構成員（代表者又は代表者から委任を受けた者に限る。） 

(３) 小中学校の児童又は生徒の保護者（その代表者又はその代表者から委任を受けた者に限

る。） 

(４) 小中学校の校長（その代表者又はその代表者から委任を受けた者に限る。） 

(５) 県の関係行政機関の職員 

(６) 名張警察署の職員 

(７) 市の職員 

(８) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任することを妨げない。ただし、委員に補欠が生じた場合の

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項及び附則第２項の規定にかかわらず、前条第２項各号（第１号及び第８号を除く。）に規

定する職若しくは地位（以下この項において「職等」という。）にある者が委員に任命され、又

は委嘱された場合であって、前項に定める任期が満了するまでの間に当該職等にある者でなくな

った場合における当該者の委員の任期は、当該職等にある期間とする。 

（会長等） 

第５条 推進会議には、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 
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第７条 推進会議の庶務は、教育委員会教育総務室において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮

って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（最初に任命され、又は委嘱される委員の任期） 

２ この要綱の施行後最初に任命され、又は委嘱される委員の任期は、第４条第１項本文の規定に

かかわらず、平成27年３月20日から平成29年３月31日までとする。 

附 則（平成28年４月１日教育委員会告示第６号） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 
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